
平成２６年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ３８ 府 省 庁 名 厚生労働省         

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
簡素な給付措置に係る税制上の所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

簡素な給付措置については、消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の

枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・

臨時的な措置として実施するものである。 

【簡素な給付措置の内容】 

・ 対象者については、実務上の対応可能性や社会保障各制度における低所得者の範囲との整合性を踏まえ、

市町村民税（均等割）が課税されていない者から、 

① 市町村民税（均等割）が課税されている者の配偶者及び扶養親族（扶養親族等） 

② 生活保護制度内で対応される被保護者等 

を除いた者としている。 

・ また、所得の少ない家計ほど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高いことを踏まえ、消費税

率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、給付額を1万円としている。 

・ さらに、26年４月からの消費税率引上げに加え、26年４月の年金の特例水準解消等を考慮し、老齢基礎

年金（65歳以上）の受給者等については、一人につき５千円を加算することとしている。 

 

・特例措置の内容 

簡素な給付措置に基づき支給される給付金について、非課税措置を講ずる。 

 

関係条文 

 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］     －（  －  ）  ［平年度］      －（  －  ） 

［改正増減収額］  －                           （単位：百万円） 

 

要望理由 
（１）政策目的 

簡素な給付措置は、社会保障と税の一体改革における税制抜本改革法に基づき、低所得者に配慮する観点

から、総合合算制度、給付付き税額控除等の導入及び複数税率の導入について検討し、その結果に基づき導

入する社会保障制度及び税制度に関する施策の実現までの間の暫定的・臨時的措置である。 

具体的には、低所得者ほど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高いことを踏まえ、低所得者対

策として消費税率が８％の段階で、暫定的・臨時的に実施することにより、低所得者における消費税率の引

上げによる支出の増加分について支援するものである。 

 

（２）施策の必要性 

簡素な給付措置は、消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの

中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に適切な配慮を行うための暫定的・臨時的な措置

であり、これに対して課税した場合、 

〇 低所得者の生活を支援するという趣旨に反する 

〇 消費税率の引上げに伴う税負担に対応するという意味では、政策の効果が減殺される 

等の理由から、非課税措置が不可欠であると考える。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 

ページ ３８―１ 



 

 
 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

・ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改

正する等の法律（平成24年法律第68号）第７条第１号ハ 

・ 消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について（平成25年10月 1日閣議

決定） 

政策の 

達成目標 

低所得者に対し給付金を支給することにより、消費税率引上げ時における低所得者の生活に

必要不可欠な支出を支援する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

－ 

同上の期間中

の達成目標 
－ 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

給付金は一時所得と考えられ、一時所得の計算においては、特別控除50万円、かつ所得に加

算されるのはその半分となるため、給付対象となる2400万人のうち、影響を受ける者は限られ

るが、影響を受ける者が発生することも考えられる。 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

簡素な給付措置に係る税制上の措置により、低所得者が受給する生活に必要不可欠な支出を

支援する給付金の効果が減殺されることを防ぐことができる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

国税においても同様の要望を行っている。 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

総額約3,000億円（今後措置予定） 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

予算については、低所得者に給付金を支給するためのものであり、税制措置については、支

給される給付金の効果を最大限発揮させるものである。 

要望の措置の 

妥当性 

簡素な給付措置が、 

〇 低所得者の生活に必要不可欠な支出を支援するという生活保障であること 

〇 社会保障と税の一体改革における税制抜本改革法に基づき、総合合算制度、給付付き税額

控除等の導入及び複数税率の導入の検討の結果に基づき導入する社会保障制度及び税制度に

関する施策の実現までの間の暫定的・臨時的措置であり、極めて重要な政策であること 

から、給付金の支給目的を完全に達せられるよう、税制上の措置を講ずることが妥当と考える。
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税負担軽減措置等の 

適用実績 
－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 
－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

これまでの要望経緯 － 
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